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32億1,313万円
（35.7%）
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5億7,603万円（6.7%）
4億1,342万円（4.7%）
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10億7,956万円（11.9%）
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総務費
教育費

公債費

土木費

衛生費
消防費

15億8,680万円
（18.4%）

そ
の
他

平成21年度決算のあらまし
企画財政課のお知らせ

　平成21年度一般会計及び特別会計の決算が平成22年９月定例議会で認定されました。
　一般会計の歳入は90億1,006万円で、前年度と比較して9.7％の増となりました。町税、地方交付税など
は減少したものの、定額給付金給付事業など国の政策により平成20年度から繰り越して実施した事業に充て
る財源が多くありました。また、町債は松伏小学校屋内運動場等建設工事などにより前年と比較して3億7,445
万円、率にして63.3％の増となりました。
　一般会計の歳出は、86億2,979万円で前年度と比較して18.1％の増となりました。選択と集中を徹底しな
がら、「清新で活力あるまちづくり」を推進するため各事業を実施しました。
　また、特別会計全体では歳入総額52億8,208万円、歳出総額51億1,509万円となりました。

健全化判断比率
　平成21年度決算を基に算定した数値は下のとおりです。いずれも早期健全化及び財政再生基準以下であ
るため、健全化法に基づく財政健全化計画の策定は不要となりました。

　 松伏町の数値 早期健全化基準（松伏町の場合） 財政再生基準
実 質 赤 字 比 率 ̶ 14.68 20.00
連 結 実 質 赤 字 比 率 ̶ 19.68 40.00
実 質 公 債 費 比 率 13.2 25.00 35.00
将 来 負 担 比 率 107.5 350.00

一般会計歳入歳出の内訳
歳入：90億1,006万円 歳出：86億2,979万円

歳入 歳出

※実質赤字額及び連結実質赤字比率額は発生していないため、数値は算定されません。
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問合せ／財政担当 991-1820

生活基盤施策
○公共下水道事業特別会計繰出金 3億3,563万円
○町道７号線改良事業 1億1,226万円
○町道維持管理事業 5,591万円
○都市公園等維持管理事業 2,306万円
○交通安全推進事業 2,242万円

福祉・健康施策
○定額給付金給付事業 4億9,547万円
○国民健康保険特別会計繰出金 2億9,972万円
○障害者自立支援事業 1億8,619万円
○介護保険特別会計繰出金 1億6,364万円
○埼玉県後期高齢者医療広域連合事業 1億2,564万円

子育て支援・教育施策
○施設整備管理事業（小学校費） 9億7,952万円
○児童手当給付事業 2億7,233万円
○学校給食供給事業 2億6,806万円
○児童福祉施設保育委託事業 2億4,821万円
○放課後児童保育運営事業 7,820万円

産業振興施策
○町費単独土地改良事業 3,894万円
○農業用排水路維持管理事業 2,154万円
○商工業活性化事業 1,767万円

主 な 事 業

町民一人当たりが負担した町税　町税：103,068円

国民健康保険 老人保健 公共下水道事業 農業集落排水事業 介護保険 後期高齢者医療

教育費商工費 公債費土木費 諸支出金消防費

29億8,562万円 965万円 7億6,196万円 1,687万円 11億9,511万円 1億4,588万円

58,682円1,442円 23,179円23,332円 2,425円

議会費 農林水産業費総務費 民生費 衛生費

3,341円 6,054円50,900円 67,732円 21,254円

18,477円

町民税 軽自動車税固定資産税 町たばこ税

55,990円 1,376円40,088円 5,614円
※人口／ 31,175人(平成22年3月31日現在)

町民一人当たりに使われたお金　歳出合計：276,818円

特別会計歳出決算　51億1,509万円


